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 軽自動車希望番号予約業務運営要領   

 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この業務運営要領は、平成１６年１１月１日付け軽自動車検査協会理事 

長達１８号「検査対象軽自動車に係る希望ナンバー制の取り扱いに関する達」

（以下「達」という。）に基づき、軽自動車車両番号標頒布者である一般社団法人

 岐阜県自動車会議所（以下「会議所」という。）が行う軽自動車希望番号（以下

「軽希望番号」）の予約業務の実施の方法について基本的事項を定め、以て業務の

 適正かつ円滑な運営を図ることを目的とします。 

 

（事業場の所在地） 

第２条 会議所が、軽希望番号の予約業務を行う事業場（以下「軽予約センター」 

という。）の所在地は、次のとおりです。 

  羽島市福寿町千代田三丁目８５ 

 

（業務取扱日） 

第３条 軽予約センターにおいては、次に掲げる日を除き業務を取扱います。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）の規定する休日 

（３）１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

 

（業務受付時間） 

第４条 軽予約センターの業務受付時間は、次のとおりです。 

     午前 ８時４５分から１２時まで 

     午後 １時   から ４時まで 

２ 軽予約センターは、前項の規定にかかわらず、必要があるときは業務受付時間

を変更することがあります。 

３ インターネットによる業務受付は、第１項の規定にかかわらず２４時間３６

５日利用可能とします。但し、システムメンテナンス等によるシステム停止期間

を除きます。 

 

第２章 希望番号の予約業務 

 

（予約業務の管理方法） 

第５条 軽予約センターは、予約業務を公正、的確かつ迅速に行うため、電子情報 

処理組織により管理運営に当たります。 

２ 前項の電子情報処理組織は、無停電電源装置を備えるほか、大規模災害等緊急 

時にも速やかに復旧し得る機能を保有するものとします。 
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（希望番号の対象と種類） 

第６条 軽希望番号予約の対象自動車は、道路運送車両法施行規則（以下「規則」

という。）別表第二の五第２号の自家用自動車です。 

但し、昭和５０年３月３１日以前に車両番号の指定を受けた旧規則（昭和４８

年運輸省令第３３号）による第１４号様式の車両番号標は除きます。 

２ 軽希望番号予約の対象となる車両番号は、規則第３６条の１７第１項第４号

に掲げる四桁以下のアラビア数字（以下「番号」という。）です。 

３ 軽希望番号は、抽選の対象とする番号（以下「抽選対象軽希望番号」という。）

及びそれ以外の番号（以下「一般軽希望番号」という。）の２種類とします。 

 

（軽希望番号の申込の受付等） 

第７条 軽希望番号の申込みの方法には、軽予約センターに出向いて申し込む方 

法と郵送等により申込書を軽予約センターに送付して申し込む方法及びインタ 

ーネットにより申し込む方法があります。 

２ 軽予約センターに出向いて申し込む方法 

 次の各号のいずれかの方法によって軽予約センターに申し込む。 

（１） 軽予約センターに配置する受付端末機にて二次元バーコード付き申込書を 

作成して所要事項を記入のうえ、軽予約センターの窓口に持参して申し込む。 

（２） 希望番号システム指定のファイル形式で、所要事項を入力したファイルを 

希望番号申込書作成サイトにアップロードして、希望番号一括申込書を軽予約

センターの窓口に持参して申し込む。 

（３） 希望番号システムの提供する希望番号申込書作成サイトにて作成した二次 

元バーコード付き申込書に所要事項を記入のうえ、軽予約センターの窓口に持

参して申し込む。 

３ 郵送等により申し込む方法 

 次の各号のいずれかの方法によって軽予約センターに申し込む。 

（１） 希望番号システムの提供する希望番号申込作成サイトにて作成した二次元 

バーコード付き申込書に所要事項を記入のうえ、次のいずれかを添えて郵送す

る。 

   ①自動車検査証（写） 

   ②自動車検査証返納証明書（写） 

   ③保安基準適合証（写） 

   ④自動車予備検査証（写） 

   ⑤完成検査終了証（写） 

（２） 別添様式７の希望番号申込書（送付用）に所要事項を記入のうえ、前 

号の①から⑤までのいずれかを添えて郵送又はＦＡＸ送信する。 

４ インターネットにより申し込む方法 

 インターネットにより軽希望番号予約受付システムに接続し、所要事項を入力 

して申し込む。 

５ 次に掲げる場合は、予約申込みの受付けをしません。 

（１）管轄外の地域に係る軽希望番号の申込みがあったとき 

（２）抽選対象希望番号及び一般希望番号共に車台番号（車台番号が打刻されてい

ない場合にあってはシリアル番号 ）の記入がないとき 
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（３）その他申込み用紙の記入欄に所要事項の記入がないとき 

（４）抽選対象軽希望番号については、同一の車台番号の軽自動車について重複し 

て申込みがあったとき 

（５）その他定められた手続きによらない申込みがあったとき 

６ 届出の際に、車種分類、用途又は標板の大きさが軽希望番号の予約の申込み内 

容と異なっている場合は、軽希望番号による届出ができません。 

なお、希望番号予約済証の内容に訂正がある場合、一般希望番号において、事

故や車両不具合等により車両自体が変更になった場合については、軽自動車検

査協会の対応に従う。 
 

（抽選対象軽希望番号） 

第８条 抽選対象軽希望番号は、次の１８通りについて申込みを受け付けます。 

尚、「３」、「５」、「２５２５」、「８００８」については、当面「岐阜管轄」

のみ 

抽選対象とします。 

   １    ３    ５    ７    ８ ８８ ３３３ 

３５８ ５５５ ７７７ ８８８ １１１１ ２５２５ ３３３３ 

５５５５ ７７７７ ８００８ ８８８８   

 

２ 抽選対象軽希望番号の申込みを受付けた場合は、抽選年月日及び有効期間（抽

選年月日から起算して６業務取扱日までの期間）等を記入した抽選対象希望番

号受付証（以下「受付証」という。別添様式３）を交付します。 

但し、前条第３項の郵送等により受付けた場合は、電話及びＦＡＸ等により受

付証に記載された事項をお知らせします。 

また、インターネットにより受付けた場合は、申込完了メールで受付番号をお 

知らせします。 

３ 抽選対象軽希望番号については、毎週月曜日午前０時を定例日時として、前週

に受付けた申込みについて抽選を行います。 

  但し、申込受付の締め切りは日曜日午後９時として、翌日月曜日午前０時に抽 

選を行います。したがって日曜日午後９時を過ぎた申込みは次回の抽選となり 

ます。 

４ 一回の抽選における当選数は、抽選対象番号２個とします。 

５ 抽選は、中央センターにおいて電子情報処理組織により乱数表を利用して機 

械的に行います。 

６ 抽選結果は、軽予約センターに掲示します。 

  尚、前条第３項の郵送等による申込者には、抽選結果をＦＡＸ及び電話等によ 

りお知らせします。 

  また、前条第４項のインターネットによる申込者には、抽選結果をメールでお

知らせします。 

７ 抽選対象軽希望番号の当選者には、受付証に記入されている有効期間内に当 

該受付証と引換えに、車両番号標の交付可能年月日を記入した希望番号予約済 

証（以下「予約済証」という。別添様式４）を交付します。 

８ 予約済証の交付を受けないまま受付証に記入されている有効期間を経過した 
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場合は、当選は無効となり受付証は失効とします。 

９ インターネットによる申込者は、完了メールで指定した有効期間内に交付手 

数料を納付しなければ当選は無効とします。また、予約済証は第１１条第３項の 

規定により交付します。 

 

（一般軽希望番号） 

第９条 一般軽希望番号については、当該番号が払底しない限り申込みを受付け

ます。 

 

（軽希望番号の払出方法） 

第１０条 自動車の用途による分類番号を表示する三桁のアラビア数字及び自家 

用自動車の別等を表示する平仮名又はローマ字については、平成１６年１１月 

１日付け達及び１６軽検業第１６４号の２「検査対象軽自動車の分類３桁化及 

び軽希望ナンバー制の実施に伴う車両番号の指定について」に準じて処理しま 

す。 

 

（予約に伴う車両標板代等の収受） 

第１１条 予約済証を交付するときは、既定の車両番号標の車両標板代を申し受 

けます。 

２ 第７条第３項に規定する郵送等による申込みの場合は、申込みのときに前項

の車両標板代及び所定の郵送事務手数料を申し受けます。 

  但し、抽選対象軽希望番号については、申込みのときに所定の郵送事務手数料 

を申し受けます。 

    

３ 第７条第４項に規定するインターネットによる申込みの場合は、申込完了メ

ールで指定する方法により第１項の車両標板代を申し受けます。 

  但し、抽選対象希望番号については、抽選の結果当選したときに抽選結果メー 

ルで指定する方法により第１項の車両標板代を申し受けます。 

  また、予約済証は、申込完了メールに記載されている受付番号を軽予約センタ 

ーに配置する受付端末機に入力して印刷した二次元バーコード、または、希望番 

号システムから提供を受けた二次元バーコードを、頒布可能期間内に軽予約セ 

ンター窓口に提出または提示されたとき交付します。 

 

（車両番号標の製作及び納品） 

第１２条 予約が完了したときは、直ちに車両番号標の製作者に該当番号標の製 

作を依頼し、予約済証に記入された頒布可能年月日の前日までの納品を指示し 

ます。 

２ 納品された車両番号標は、軽予約センター内の専用保管庫に仕分け整理して 

収納します。 

３ 車両番号標の頒布可能年月日は、軽予約センターに掲示します。 

 

第３章 車両番号標の頒布 
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（車両番号標の頒布） 

第１３条 車両番号標は、予約済証に記入された頒布可能年月日以降、適正な届出 

が行われた後、軽予約センターで予約済証と引き換えに頒布します。 

２ 軽予約センターは、回収した予約済証を１ヶ月毎にまとめ、速やかに軽自動

車検査協会岐阜事務所に送付します。 

 

（予約済証の有効期間） 

第１４条 予約済証に記入された有効期間（頒布可能年月日から起算して１ヶ月

間）を経過した時は、予約は失効とします。 

２ 天災その他やむを得ない事由により、予約済証の有効期間内に届出を行う事

が困難である場合には、申出により軽自動車検査協会岐阜事務所長と協議の上、

有効期間の延伸を行う場合があります。その場合、予約済証に記載してある有効

期間内の第３条及び第４条の業務受付時間内に予約センターへの申出が必要と

なります。 

３ 第１項、第２項の申出が当初の予約済証の期限内に無き場合には、当該車両番

号標を道路運送車両法施行規則第９条の規定に準じる方法により直ちに廃棄し

ます。 

４ 有効期間による失効の事前連絡として、申込者が申込受付に際し連絡先とし

て電子メールアドレスを届出している場合には、有効期限が経過する前（１０営

業日前と３営業日前）に、申込者に対して失効予告を電子メールにより連絡をし

ます。  

 

（解約等の場合の車両標板代） 

第１５条 予約が完了した後、申込者の都合により解約された場合、第７条第６項 

により車両番号の指定を受けることができなかった場合又は第１４条により予 

約が失効し希望車両番号による指定を受けることができなかった場合は、第１ 

１条により収受した車両標板代は返還しません。 

 

第４章 雑 則 

 

（受付証又は予約済証の再発行） 

第１６条 受付証又は予約済証を滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場 

合は、所定の申込書に所要事項を記入のうえ、軽予約センターの窓口に持参し再 

発行を申込むものについて、これを受け付けます。 

２ 前項の申込みを受け付けた場合は、所定の事項を確認のうえ受付証又は予約 

済証を再発行します。再発行したときは、所定の再発行手数料を申し受けます。 

 

（予約済証再発行の郵送等による申込受付） 

第１６条の２ 予約済証の郵送等による再発行の申込みは、別添様式７の希望番 

号申込書（送付用）に所要事項を記入の上、次のいずれかを添えて郵送又はＦＡ 

Ｘ送信により軽予約センターに申し込むものについてこれを受付けます。 

① 自動車検査証（写） 

② 自動車検査証返納証明書（写） 
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③ 保安基準適合証（写） 

④ 自動車予備検査証（写） 

⑤ 完成検査終了証（写） 

２ 前項の規定による申込みの場合は、前条第２項の再発行手数料及び所定の郵 

送事務手数料を申し受けます。 

３ 第１項の申込みを受けた場合は、所定の事項を確認のうえ前項の手数料の入 

金を確認した後、予約済証を再発行します。 

 

（解約等に係る軽希望車両番号の取扱い） 

第１７条 第１５条に規定する解約等の場合の予約済証に係る軽希望番号につい 

ては、相当期間経過後再利用に供することとします。 

 

（業務運営要領の公表） 

第１８条 この業務運営要領は軽予約センターに掲示します。 

 

 附則 

この業務運営要領は、平成１７年 １月 ４日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２１年 ５月 ７日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２３年 ５月 ９日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２３年 ７月 ４日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２４年 ４月 １日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２６年 ５月 ７日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２６年 ６月 ９日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２８年 ６月１３日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、平成２９年 ２月１３日から適用する。 

 

  附則 
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この業務運営要領は、平成２９年 ７月３１日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、令和 元年 ５月 ５日から適用する。 

 

  附則 

この業務運営要領は、令和 ２年 ２月 ３日から適用する。 

  

附則 

この業務運営要領は、令和 ３年 ４月 １日から適用する。 

 

附則 

この業務運営要領は、令和 ３年１２月 ６日から適用する。 

 

附則 

この業務運営要領は、令和 ４年 ４月２１日から適用する。 

 

附則 

この業務運営要領は、令和 ５年 ７月 ３日から適用する。 

 

附則  

この業務運営要領は、令和 ６年 ５月 ６日から適用する。 

 

附則  

この業務運営要領は、令和 ７年 ５月１２日から適用する。 

 


